
2023 年 11 月 6 日 

 

吸収分割にかかる事前開示書面 

 

東京都品川区大崎一丁目２番２号 

フリー株式会社 

代表取締役 佐々木 大輔 

 

フリー株式会社（以下「承継会社」といいます。）及びエン・ジャパン株式会社（以下「分

割会社」といいます。）は、2023 年 10 月 27 日付で吸収分割契約書を締結し、効力発生日を

2023 年 12 月 12 日として、承継会社が分割会社の pasture 事業に関して有する権利義務を

承継する吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしました。 

本吸収分割に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条に基づく開示事

項は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

別紙１の吸収分割契約書のとおりです。 

 

2. 分割対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 192 条第 1 号） 

 本吸収分割に際して、承継会社から分割会社に交付する対価は、吸収分割契約書「第５

条（本件吸収分割の対価）」のとおりです。本吸収分割に際して交付する対価については、

本吸収分割により承継会社に承継される事業価値を算定し、その他諸般の事情を総合的

に考慮して決定されたものであり、相当であると判断しております。 

 

3. 新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 192 条第 3 号） 

本吸収分割に際して、承継会社は、分割会社の新株予約権の新株予約権者に対し、当該

新株予約権に代わる承継会社の新株予約権を交付しないため、該当事項はございません。 

 

4. 分割会社に関する事項（会社法施行規則第 192 条第 4 号） 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２のとおりです。 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

(3) 最終事業年度の末日後の重要な後発事象  

ア 期末配当 

分割会社は、2023 年 6 月 28 日を効力発生日として、1 株当たり 70 円 10 銭（総



額 3,143,596,016 円）の剰余金配当を行いました。 

イ 新株予約権の発行 

分割会社は、2023 年 7 月 13 日に、分割会社使用人 87 名に対して、2,496 個の新

株予約権（エン・ジャパン株式会社第 10 回新株予約権）を割り当てました。 

ウ 特別調査委員会の設置及び調査報告書の受領並びに第 23 期有価証券報告書の

提出 

分割会社は、分割会社連結海外子会社（中国現地法人）である英才網聯（北京）

科技有限公司の総経理による不適切な行為の疑義（以下「本件」といいます。）が判

明したことを受け、2023 年 5 月 23 日、特別調査委員会を設置し、本件の事実関係

の調査、本件に類似する案件の存否などについて調査を行い、同年 7 月 24 日に特

別調査委員会より調査報告書を受領しました。これを受けて、分割会社は、同年 7

月 31 日に、第 23 期有価証券報告書を提出するとともに、2023 年 3 月期決算短信

の訂正を開示いたしました。 

エ 分割会社の連結子会社である英才網聯（北京）科技有限公司の持分の譲渡 

分割会社は、2023 年 7 月 24 日付けで、分割会社が保有する英才網聯（北京）科

技有限公司の持分を全て譲渡することを決議いたしました。 

 

5. 承継会社の最終事業年度の末日後の重要な後発事象（会社法施行規則第 192 条第 6 号） 

該当事項はありません。 

 

6. 承継会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 192 条第 7 号） 

承継会社の 2023 年 6 月 30 日現在の貸借対照表における資産の額は 41,428,118 千円、

負債の額は 15,342,919 千円であり、資産の額が負債の額を上回っています。本吸収分割

の効力発生日以後における承継会社の資産の額についても、負債の額を十分に上回る見

込みです。 

また、本吸収分割の効力発生日以後において、承継会社が負担すべき債務の履行に支障

を及ぼす事象の発生及びその可能性は、現在のところ予想されておりません。 

以上の点、並びに承継会社の収益状況及びキャッシュフロー等に鑑みて、効力発生日以

後における承継会社の債務の履行の見込みがあるものと判断いたしました。 

 

以上 

  



別紙１ 

吸収分割契約書 

 

エン・ジャパン株式会社（以下「甲」という）およびフリー株式会社（以下「乙」という）

は、甲の事業に関する権利義務の一部を乙に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」とい

う）に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第 1 条（吸収分割） 

甲は、吸収分割の方法により、甲の pasture 事業（別紙に定めるものとし、以下「本件

事業」という）に関して甲が有する第４条に定める権利義務を乙に承継させ、乙は、こ

れを承継する。なお、甲は、第４条に定める権利義務以外の権利義務を乙に対して承継

させ、又は乙に帰属させてはならない。 

 

第 2 条（商号および住所） 

本吸収分割にかかる吸収分割会社および吸収分割承継会社の商号および住所は、次の

とおりである。 

1 吸収分割会社（甲） 商号：エン・ジャパン株式会社 

住所：東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

2 吸収分割承継会社（乙） 商号：フリー株式会社 

住所：東京都品川区大崎一丁目２番２号 

 

第３条（効力発生日） 

本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という）は、2023 年 12 月 12

日とする。ただし、必要に応じて、甲および乙が協議の上、これを変更することができ

る。 

 

第４条（承継する権利義務等） 

1. 乙は、本吸収分割により、甲から別紙「承継権利義務明細」に掲げる資産、負債、雇用

契約その他の権利義務を承継する（以下「承継対象権利義務」という）。 

2. 本吸収分割による甲から乙への債務の承継は、免責的債務引受の方法による。甲は、承

継対象権利義務に含まれる債務について履行したときは、乙に対してその全額を求償

することができる。 

 

第５条（吸収分割の対価） 

1. 乙は、本吸収分割により甲から承継する権利義務に代わる金銭等（以下「分割対価」と

いう）として、甲に対し、効力発生日に、金 940,000,000 円を支払う。 



2. 乙による前項の分割対価の支払いは、別途甲の指定する金融機関の口座に振り込む方

法により行う。振込手数料は乙の負担とする。 

 

第６条（本契約の承認等） 

甲および乙は、効力発生日の前日までに、それぞれ取締役会の決議を得るものとする。 

 

第７条（本契約の変更および解除） 

本契約の締結日から効力発生日までの間、天災地変その他の事由により、甲または乙の

資産状態もしくは経営状態に重要な変更が生じたときまたは本契約の目的の達成が困

難になったときは、甲および乙が協議の上、本吸収分割の条件その他本契約の内容を変

更し、または本契約を解除することができる。 

 

第８条（協議） 

本契約に定めるもののほか、本吸収分割に必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲およ

び乙が協議の上、これを定める。 

 

本契約の成立を証するため本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保有する。 

 

2023 年 10 月 27 日 

 

甲 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 

    エン・ジャパン株式会社 

    代表取締役 鈴木 孝二 

 

乙 東京都品川区大崎一丁目２番２号 

    フリー株式会社 

    代表取締役 佐々木 大輔 

 

  



別紙 

承継権利義務明細 

 

本件事業に関して甲が有する次の資産、負債、契約その他の権利義務。 

 

（本件事業の内容） 

甲が営む pasture 事業 

 

1. 資産 

▪ 現金 140,000,000 円 

▪ 売掛金 

▪ 前払費用 

▪ ソフトウェア 

▪ 商標権 

 

2. 負債 

▪ 未払金 

▪ 未払費用 

▪ 預り金 

▪ 前受金 

▪ ただし、簿外債務、偶発債務及び潜在債務の一切は承継されない。（以下、「非承継

債務」という） 

 

 

3. 契約その他の権利義務 

▪ 本件事業に関してユーザとの間で締結された契約に基づいて生じる一切の権利義

務を承継する。 

▪ 本件事業に属する一切の契約についての契約上の地位及びこれに基づいて生じる

権利義務を承継する（ただし、非承継債務を除く）。  

▪ 効力発生日において本件事業に主として従事する従業員の雇用契約に関する契約

上の地位及びこれに付随する権利義務は、すべて承継する（ただし、非承継債務を

除く）。 

▪ 本件事業に関して取得している一切の許可、認可、承認、認定、登録等のうち、法

令上承継可能なものはすべて承継する。 

 

以上 



別紙２  

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 


